
     

 

１．まず、自分の住んでいる地域をCheck！ 
 

 

 

   

    

    

 

 

２．次に、学校がある地域（有田市）に、「特別警報」「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」の 

いずれかが午前７時の時点で発表中かCheck！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                 
 

                        

                   

 

 

 

※この時、「紀中」に警報がでているからといって、それだけで判断しないこと。 

 テレビの「ｄボタン」や気象庁等のページで必ず「有田市」に警報がでているか、でていないかを Check! 

 

３．さらに、自分が住んでいる地域に「特別警報」「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」のいずれ 

かが発表中かどうかもCheck！ 

 

 

 

つまり、学校がある有田市と自分が住んでいる市や町の両方の警報発令状態の確認が必要！ 

４．定期考査期間 に「特別警報」「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」のいずれかが発表された場合！ 

 
  

 

 

☆当日の考査科目は、考査最終日の翌日に実施する。（翌日が休日の時は休日明け） 

 

                                                                             

【情報提供サービス】 

・和歌山地方気象台 http://www.jma-net.go.jp/wakayama/ 

・国土交通省防災情報提供センター（携帯電話用）http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html 

 

・田辺市  ・上富田町 

・白浜町  ・すさみ町 

・有田市  ・御坊市 ・日高川町 

・有田川町 ・由良町 ・美浜町  

・湯浅町  ・日高町  

・広川町  ・印南町 ・みなべ町 

・和歌山市  ・岩出市 

・海南市   ・紀の川市 

・紀美野町 

・それ以外の北部 

紀北 

学校がある有田市に上の３つの警報のどれかが 

午前７時の時点で発表中 

 

午前１０時までに警報が解除 

「紀中」に警報が 

でているから、 

自宅待機でいいね。 

or 

紀中 田辺 

西牟婁 

新宮 

東牟婁 

ダメ！ 

午前１０時の時点で警報が解除されない 

登 校（解除２時間後から授業） 臨時休校 

自宅待機 

その後 

登 校 (解除の２時間後から当日の平常授業) 

午前１０時までに警報が解除 or 午前１０時の時点で警報が解除されない 

登 校 家庭学習(出席扱い) 

午前１０時までに警報が解除 or 午前１０時の時点で警報が解除されない 

臨時休校 

「生徒手帳 ：P24 ～ P28 」 参照  


